
奈良県広域水道企業団 桜井事務所 公告３号 

入  札  公  告 【案】 

委託業務の請負について、次のとおり事後審査型条件付き一般競争入札を執行しますので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により次のとおり公告します。

なお、この委託業務に係る競争入札は、予定価格を事前に公表します。 

 

令和８年４月１日 

奈良県広域水道企業団  

企業長 山下 真 

 

１ 競争入札に付する事項等 

①  委託名        上水汚泥収集運搬業務委託 

②  委託場所       桜井市外山地内 

③  委託番号       R８桜浄委第１号 

④ 委託概要       外山浄水場（桜井市外山５１番地）で上水汚泥（脱水汚泥）を収集し、

大阪湾広域臨海環境整備センター大阪基地（大阪市西淀川区中島２丁

目１０番１００号）まで運搬し排出する。 

⑤  委託期間       令和８年５月１日から令和９年３月３１日まで 

⑥  予定価格       金．８，５００円（消費税抜き）〔１ｔあたり単価〕 

⑦  入札保証金      免除 

⑧  契約保証金      免除 

⑨  入札方法       郵便入札 

⑩  入札回数       １回 

⑪  前払金        無 

⑫ 期間内搬出量     約７０ｔ（１回あたり約８ｔ余りを搬出予定） 

期間内搬出量は、気候、原水水質により変動するものとする。 

 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格（下記条件をすべて満たす者） 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

② 令和８年度桜井市物品購入・業務委託及び小規模修繕（建物）入札参加資格者名簿〔委託業

務（Q０９廃棄物収集・運搬）〕に登録されており、その住所が奈良県内である者。 

③ 競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の日までの期間に、桜井市建設工事等

請負契約に係る入札参加停止措置要綱による入札参加停止措置（以下「入札参加停止」とい

う。）を受けていないこと。 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て〔同

法附則第２条の規定により、なお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改



正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条の規定による更生手続き開始の申

立てを含む。〕をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基

づく更生手続開始の決定を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は

申立てをなされなかった者とみなす。 

⑤ 平成１２年３月３１以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条による廃止

前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の申立てをし

ていない者であること。 

⑥ 平成１２年４月１日以降に民事再生法第２１条の再生手続開始の申立てをしていない者又は、

申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者

であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなか

った者又は、申立てがされなかったものとみなす。 

⑦ 本業務の委託を他人に委託してはならない。また第三者に譲渡し、継承させてはならない。 

⑧ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に基づく産業廃棄物収集

運搬業（汚泥）の許可〔奈良県知事と大阪府知事または大阪市長の許可〕を有する者。 

⑨ 契約締結の条件として、公告日において納期限が到来している奈良県広域水道企業団の水道

料金および桜井市税を開札日の前日までに完納している者（市内業者関係）。 

  

 

３ 参加申請方法 

この委託業務の入札に参加しようとする者は、入札参加申請書（別紙様式 1）を奈良県広域水

道企業団 企業長 山下 真 宛に提出しなければなりません。 

 

①  入札参加申請期間 

令和８年４月 1 日（水）から令和８年４月７日（火）まで 

②  配付方法   本公告別紙様式１に必要事項を記入し、提出してください。  

※他の入札と間違いのないようご注意ください。 

③  提出方法   持参のみ 

④  提出期間   入札参加申請期間と同じ。 

        受付時間 午前９時から午後４時まで（土曜日・日曜日は除く） 

⑤  提 出 先   奈良県桜井市外山５１番地 外山浄水場 管理棟２階 

奈良県広域水道企業団 桜井事務所 工務課 浄水施設係 

 

 

4 仕様書、質問書、入札書等の配付 

① 配付期間   入札参加申請期間と同じ。 

② 配付方法   奈良県広域水道企業団ホームページからダウンロードしてください。 

 

 

 



5 仕様書等に関する質問の受付および回答 

① 受付の方法 

   本公告別紙様式２に必要事項を記入し、FAX で送付してください。（質問が無い場合は、提

出する必要はありません。） 

② 受付期間等 

   ・期  間   令和８年４月９日（木） 

            午前９時から午後４時まで受付 

   ・送 付 先   奈良県広域水道企業団 桜井事務所 工務課 浄水施設係 

   ・FAX 番号    ０７４４－４６－０７２２ 

③ 質問の回答 

   質問書の提出があった場合は令和８年４月１０日（金）午後５時までに今回の入札に参加す

る全業者に回答書を基本的に FAX で送付します。  

（FAX がない場合は、電話連絡しますので回答書を取りに来てください。） 

 

    

6 入札書の提出 

郵便入札の為、郵送のみの受付とします。 

 

① 提出期間    令和８年４月１５日（水）から令和８年４月１７日（金）までに必着 

② 提 出 先    〒６３３－０００７  

桜井市大字外山５１番地  

奈良県広域水道企業団 桜井事務所 工務課長 宛 

③ 提出方法 

入札書の郵送は、「入札用封筒」（奈良県広域水道企業団ホームページからダウンロード）を

長形３号の無地の封筒に印刷して使用してください。差出人欄を記載・押印し、上記、提出

期間中に奈良県広域水道企業団 桜井事務所の開庁時間内に到着するようにしてください。

（押印・封印忘れにご注意ください。）封書の記載方法等詳細は、「郵便入札封筒記載例」を

確認してください。 

一般書留、簡易書留による郵送によるものとし、提出に要する費用は、入札参加資格者負担

とします。なお、入札参加者で入札を辞退される方は、入札辞退届を作成し送付してくださ

い。 

④ 留意事項 

１．入札書に記載する金額は、本業務１トンあたりの単価としてください。 

２．入札書に記載する金額は、消費税等を含まずに最少金額十円止めで記入してください。 

 

 

7 開札について 

① 日  時    令和８年４月２４日（金） 午前１０時００分 開札 

② 場  所    奈良県広域水道企業団 桜井事務所 本館３階会議室 



 

 

8 開札の立会いについて 

① 開札執行の際には、当該案件に係る入札者の中から立会人（２者）を選任し、開札立会通知

書を送付します。 

② 開札の立会いは、入札者または入札者から委任を受けた代理人が行うものとします。開札立

会通知書をご持参ください。代理人が立会いするときは、開札立会の委任状が必要となりま

す。委任状の様式は、仕様書配付時に同封の用紙を使用してください。また、やむなく欠席

される時は、開札日前日の正午までに連絡願います。  

③ 開札日時になっても規定数の立会人が参集しないときは、当該入札事務に関係ない職員が、

立会うものとします。 

④ 立会人は、当該開札後、公正かつ適正な入札であったことを確認したときは、開札確認書に

署名・捺印するものとします。 

 

 

9 落札候補者の決定方法 

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とします。予

定価格を超える場合は、失格となります。開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者

が２人以上あるときは、落札決定を保留した上で、立会人にくじを引かせて落札決定するもの

とします。当該者が立会人の場合はその者のくじは当該者がくじを引くものとします。 

くじを引かない者がある場合は、当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとします。 

 

 

10 落札候補者の審査 

  入札結果にて落札候補第１順位者と認められた者については、事後審査書類の提出を受け、

受注者として適格であるか否かの確認を行い、落札者としての決定を行います。ここで、受注

者として適格でない場合は第１順位者の入札を無効とし、次順位の落札候補者について第１順

位者と同様の事後審査書類の確認を行います。落札者が決まるまで、順次次順位の落札候補者

に事後審査書類の提出を求め、落札者が決まるまで確認を行います。なお、事後審査書類は、

市から連絡を受けた日の翌営業日の午後５時までに提出していただきます。 

 

事後審査提出書類 

○産業廃棄物収集運搬業許可証（汚泥） 

〔奈良県知事と大阪府知事または大阪市長の許可〕の写し 

〇産業廃棄物収集運搬業許可を受けた産業廃棄物運搬車両一覧 

〇産業廃棄物収集運搬業許可を受けた産業廃棄物運搬車両の車検証（有効期間内のもの） 

   

 

11 入札の無効等 



① 公告に記載した競争入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札、虚偽の申請を行っ

た者がした入札は無効とします。 

② 入札参加者が入札までに入札資格を満たさなくなっときは入札に参加できません。 

③ 入札において事故が起きたとき又は、不正な行為があると認めたときは、入札を中止又は延

期する場合があります。 

④ 落札者が契約までに入札参加資格を満たさなくなった時は、契約の締結はできません。 

 

 

12 その他 

お問い合わせは、奈良県広域水道企業団 桜井事務所 工務課 浄水施設係  

（土曜日・日曜日・祝日を除く、８：３０～１７：１５まで）  

電話番号 ０７４４－４２－９２１１（代表）  

０７４４－４６－０６２４（直通）  

FAX 番号 ０７４４－４６－０７２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式１ 

 

入札参加申請書 

 

令和  年  月  日 

奈良県広域水道企業団 

企業長 山下 真 様 

 

 

 

申 請 者 

 

所 在 地 

 

          商号又は名称 

 

          代表者氏名                      ㊞ 

 

連絡担当者 

 

          連絡先電話 

 

           〃 FAX 

 

 

令和８年度「上水汚泥収集運搬業務委託」について、奈良県広域水道企業団 桜井

事務所 公告３号に記載の競争入札に参加する者に必要な資格をすべて満たしており、

事後審査型条件付一般競争入札に参加を希望しますので申請いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式 2 

質  問  書 

令和  年  月  日 

 

奈良県広域水道企業団 

企業長 山下 真 様 

 

 

所 在 地                 

 

商号又は名称                

 

代表者名                ㊞ 

 

担当者名                

電話番号                

FAX 番号                

 

 

 

「上水汚泥収集運搬業務委託」に関して、質問があります。 

質問概要： 

 

 

質問内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入上の注意： 質問は、簡潔に取りまとめて記載してください。 

        質問が無いときは、提出は不要です。 


